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『再販縮小』と消費者運動

消費は多様化しているか
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資料解説

　碩学舎『ＳＢＪ』にて、私の昔の雑文をアーカイブにして記録・発信してくれるという。もう記憶にも
ないものもあり心境は複雑だが、かつて、大先輩によく似たことをお願いした経緯から断るわけにもいか
ず、お引き受けした。
　雑文といえども、何らかのメッセージは含んでいる。それはその時代背景の中で読み取って欲しいと思
うし、その後の私の主張と違いがあるとすれば、それは「自己矛盾」ではなく、私の「進化」だと受け止
めて欲しい。そのためにも、その時代背景とその頃の私の問題意識を語るべきだといわれれば、まさにそ
の通りとしかいいようがない。あえて、かつての雑文の前にさらに雑文を加えるのはそのためである。
　今回収録されている 2 つの文章の間には 10 年の開きがある。いずれも、消費者関係の媒体に寄稿を求
められたものである。
　1974年の再販縮小は、いまでは信じられないほどメーカーの価格支配力が強かった時代の話である。
メーカーが小売末端価格を含めて、流通の全過程の価格を基本的にコントロールする。それが再販であり、
その一部を法が許容していたのだが、それが物価騰貴の一因ともいわれた。石油ショック後の狂乱物価の
中で、再販縮小の動きが本格化し、それに大きな期待をかける論調の中で、再販問題は決して法制度の問
題ではなく、メーカーの価格政策そのものなのだというのが基本的な主張であった。いまや、小売業のパ
ワーが圧倒的に強くなり、当時の価格政策は想像することさえできなくなった。
　1984 年は「少衆・分衆論」がわき上がった年である。大型ヒット商品が生まれない。それは消費が個
性化し、多様化したからだというのが世評であった。その背後には家庭における加工機能の低下があるの
ではないかというのが基本の主張であるが、これとほぼ同じ趣旨が、数年後に毎日新聞の連載漫画「アサッ
テ君」の主題となった。
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　昭和二十八年の独占禁止法の改正は、「公正取引委員
会の指定する商品について、再販売価格維持契約を結ぶ
ことを合法とする」という内容を含んでいた。これがわ
が国の再販制度のはじまりであった。公取委はこの独禁
法改正をうけて、同年の化粧品、翌年の医薬品など、若
干の商品を指定した。
　しかし、はじめは再販契約を結ぶ企業の数はかぎられ
ていた。それが急増するのは、昭和三十七～八年になっ
てである。ところが、そのころから物価は着実に上昇し
はじめた。そのため、再販制度はとくに物価問題との関
連で注目され、非難されることとなった。
　それに対して、公取委は昭和四十一年に、再販契約が
ほとんど結ばれていない商品の指定を取り消し、さらに
現行法の運用強化によって再販の弊害を規制する方向を
うちだした。しかし、再販制度に対する非難は弱まるこ
となく、とくにここ数年、ますます激しさを増してきた。
　こうした状況のもとで、公取委は昨年八月、はじめて
再販の原則的廃止の方向をうちだし、その第一段階とし
て、指定商品の大幅な整理を行うことを発表した。今回
の指定取り消しは、再販契約が結ばれていない商品のみ
を対象とするのではないという意味で、四十一年の場合
とはちがった意義をもっており、「再販縮小」とよばれ
ているのである。
　「再販縮小」は今年九月一日から実施されている。ま
だその効果をはかるのには日が浅すぎるが、これからの
成り行きは、再販を、とくに物価問題との関連で主要な
攻撃目標としてきた消費者運動の正当性を問いかけるこ
とになるであろう。ここではそのことを意識しながら、

「再販縮小」の意義を考え、今後の展望を得る手がかり
をつかんでみたいと思う。

　大企業の価格政策は大きく二つの側面に分けられる。
一つは価格を設定することであり、いま一つは設定され
た価格を維持することである。そしてそこで問題となる

昭和四十五年秋、消費者が家電業界に対して二重価格問
題を投げかけたこと、それが二重価格の解消という方向
で一応の結末をみたことは、記憶に新しい。

価格がまた、自分が直接販売する価格（出荷価格）と、
それ以降で販売される価格（再販売価格）という二つの
次元をもっている。ふつう " 再販 " と略称されている再
販売価格維持は、有名品の生産者である大企業が再販売
価格を維持しようとする行為を総称する。はじめにまず
このことを確認しておきたい。
　このことは三重の意味で重要である。
●その一　再販売価格が維持されるためには、その前の
段階の出荷価格が安定的に維持されていなくてはならな
い。そのためには、生産企業の間に価格を一定の水準に
保つよう、競争が制限されていることが必要である。
●その二　再販は設定された価格の維持にかかわってい
る。価格の引上げは、もちろん、価格の設定と密接に関
連しているのだから、価格上昇の責任が再販にあるとい
うことはできない。もしそれがいえるとすれば、再販が
生産企業間の協調を促進し、一層高い価格の設定を可能
にするという迂回した関係においてである。しかし、そ
れは生産企業間の協調よりも重要だということにはなら
ない。
●その三　これまであまりにもしばしば、再販といえば
契約による再販、あるいはそれを認めている法の問題、
つまり再販制度の問題としてとらえられてきたように思
われる。しかし、再販売価格を維持する方法は他にもあ
るのだから、このような理解はあまりにも一面的である
といわなければならない。
　近年のわが国消費者運動がこれらの点を正しく理解し
て展開されたかどうかは疑問である。むしろこれまでの
運動はその背後に、価格上昇の主要因が再販であり、再
販は再販制度の問題だという理解があったようにさえ思
われる。いまとくに後者との関連で、いわゆる二重価格
問題について考えてみることにしよう。

■ わが国の再販制度

■ 再販の持つ二つの次元
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■ 二重価格問題の帰結

『消費者情報』（財団法人関西消費者協会）第6巻 第8号，29-32頁 ，1974年11月 



　家電メーカーがこれを機会に、販売店へのマージンを
大幅にきりつめたことは別としても、二重価格の解消は
現実の小売価格をメーカーの標準価格に近づける方向で
行われた。一時的にみられた標準価格の引下げは、新機
種の導入によってたちまち回復された。メーカーは消費
者の圧力と通産省の指導を口実に、過大な割引を抑える
ことができた。それはまぎれもなく再販の実効化であっ
た。つまり、ここでの消費者運動は、販売店に過大なマー
ジンを与え、大幅な値引をもたらしうるような標準価格
の高さ（価格設定）そのものよりも、むしろそれと実勢
価格との差の大きさに攻撃の矢をむけたために、販売店
マージンの奪回、小売価格の維持というメーカーの永年
の願望の実現を援助するという、皮肉な結果を招くこと
になってしまったのである。
　このことはいわゆる松下ヤミ再販事件の結末を理解す
るうえで重要である。昭和四十二年に公取委から勧告を
うけて以来、終始高姿勢で勧告を拒否しつづけた松下は、
二重価格問題が落着した翌年の昭和四十六年、突然、勧
告を全面的に受けいれ、同意審決を結んだのである。当
時の松下製品不買運動がある程度の影響を与えたことは
事実だとしても、いまや消費者運動の援護のもとに、値
幅再販を合法的に実施できるようになったという点をぬ
きにしては、松下の急変を理解することはできないであ
ろう。

　再販は生産企業がそれを実施しようと思えば、あるい
は法が契約による再販を認めておれば、それでただちに
実施できるわけではない。たとえば、昭和二十八年に再
販制度が導入されながら、再販契約を結ぶ企業が十年間
ごく少数であったという事実がそのことを物語ってい
る。そして、その最も重要な原因の一つとして、製品の
流通経路網が生産企業にとって十分に整備・掌握されて
いなかった、という点があげられる。他方、流通経路が
生産企業によって完全に掌握されたとすれば、もはや再
販売価格を維持するために契約を結ぶ必要はなくなる。
だからまた、その場合は契約による再販を認める法も必
要でなくなる。
　つまり、流通経路が掌握されている度合いいかんに
よっては、法があっても再販が実施されえない場合があ
るし、また再販実施のために法が必要ない場合もあるわ
けである。法が再販に対してもつ現実的な役割を考える
とき、このことを十分認識しておく必要がある。
　そして、右の点（※もとの資料（縦書き）のままの表
現です。）と関連した法の役割は、それが契約を合法化

　以上のことから、いわゆる「再販縮小」が再販そのも
のの縮小ではないことが理解されるだろう。今後「再販
全廃」の方向に進んでもこのことはあてはまる。再販は
また別の方法で行われるにちがいない。現にポスト再販
として議論されている推奨価格制は、再販の新しい方法
であると考えるべきである。そして、流通経路が掌握さ
れていればいるほど、推奨価格制は再販として実効的で
あり、それだけ「再販縮小」の効果は小さくならざるを
えない。その意味で今回の「再販縮小」の意義を過大評
価してはならない。再販は法的保護を失うことによって、
今後その価格政策としての本来の姿を示しだすとさえい
えるだろう。再販問題は決して終ってはいないのである。

　それにしても、私はこれまでの消費者運動に批判的で
ありすぎたかもしれない。もちろん、これまでの運動が
すべて無益だったなどというつもりは毛頭ない。ただこ
れまでの経過から、再販問題は峠を越えたという考えの
生れることを危惧している。そうではなくて、消費者が
再販の本当の問題を理解し、運動の限界を意識しつつ、
より大きな運動と関連させて、さらにこの問題に立ち
向っていくためには、過去をきびしく反省する必要があ
ると思われたからである。消費者の反再販運動の真価が
問われるのは、むしろこれからである。

することによって、契約に含まれる拘束に法的根拠を与
えるという点に集約される。その結果、第一に流通経路
の掌握が不完全な生産企業も再販を実施しうるようにな
り、第二に再販の実効性が高められ、実施努力が軽減さ
れることになる。

　法の役割に関連して、再販制度が価格上昇をむしろ抑
えているという意見に一言ふれておこう。とくに昨秋、
再販契約を取り消して値上げを行う生産企業が続出した
ことは、右の意見（※もとの資料（縦書き）のままの表
現です。）を支持しているようにみえる。しかし、それ
は二つの意味で誤っている。
　第一に再販は設定された価格を維持することであり、
それが価格上昇の主要因でなかったのと同じ意味で、価
格上昇を抑える要因とはなりえない。
　第二に昨秋の事態は、一般物価のあまりの急騰のため、
それまでのように新製品の導入によって実質的に値上げ
するというだけでは対処しきれなくなった、ことの反映
である。「再販縮小」近しという状況がそれを促進した
ともいえる。

■ 再販と法の役割

■ 「再販縮小」と今後

3　｜　『再販縮小』と消費者運動



　昔のお母さんは夜なべをして手袋を編んでくれた。今
のお母さんはパートに行って手袋を買ってきてくれる。
　少しパロディー風になりましたが、消費生活の変化の
一面はこういってよいのではないでしょうか。ひと昔前
までは家庭内で加工していたものの多くを、いま私たち
は商品として買うようになってきたのです。素材が買わ
れずに、完成品が買われる時代になったといってもよい
でしょう。
　家庭内の機器は豊富になってきたのに、家庭内での加
工機能はかえって低下してきたように思えます。たとえ
ば、冷凍庫と電子レンジは冷凍食品を大量に家庭にもち
こんできました。おかげで、家庭で「レストランの味」
を楽しむことができるようになったのですが、その反面
で、「おふくろの味」を外食で、あるいは惣菜として、
外から買い求めているのです。これは現実のパロディー
だといっていいでしょう。
　消費の個性化・多様化がすすんでいるといわれます。

いままでのような画一的な商品よりも、個性的で特徴的
な商品が求められるというのです。手づくり商品がいろ
いろと出まわってきたのも、そのあらわれだといえるで
しょう。
　でも、ちょっと考えると、これは「手づくり」の商品
化ではないかと思えてきます。むかう方向は、おふくろ
の味を商品に求めたパロディーと同じで、商品化するこ
とによってかえって個性がなくなっていくことはないの
でしようか。消費の多様性に商品の多様性が対応しなけ
ればならないのは、完成品が売られるからです。素材を
買って、家庭で加工するのなら、同じ商品からおどろく
ほどの多様性を生み出すことができるのです。
　消費の多様化といいますが、本当は、加工機能を失う
中での商品の多様化がかなりの部分を占めているのでは
ないでしょうか。ちょっと立ちどまって考えてみてはい
かがでしょう。
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